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桑名市カスタマーハラスメント対策委員会

第２回

令和 ７年 ５月 ２１日



事 項 書

1. 相談案件の調査審議

2. 条例施行後の状況について

3. 今後の活動について
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確認・認定の全体のフロー図

カスハラ被害の相談

カスハラ該当判断
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Yes
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認定のフロー図

就業者
事業者等

行為者

市 長

カスタマー
ハラスメント
対策委員会

一般市民

①カスタマー
ハラスメント
(１回目）

②相談

③判断要求

⑤調査審議⇒⑦認定

⑥意見聴取

⑧答申⑪警告

⑩概要公表

⑨報告

⑮氏名公表

⑬意見聴取

⑭意見聴取

認定：行為者を特定の上
カスタマーハラスメント
該当性を判断

④諮問⑫カスタマー
ハラスメント

（⑪に従わない
場合）

⑮氏名公表
承諾


